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早期の事業承継対策が重要
　日本経済を支える中小企業では、近年経営者の高齢化が進行する一方で、
　後継者の確保がますます困難になっています。　
　また、事業承継に失敗して紛争が生じたり、会社の業績が悪化するケースが多い

　
　
　●経営者の高齢化の進展
　●企業数の減少（倒産・廃業）
　

　●子どもが継ぎたがらない
　●安定志向・将来の不安

計画的な事業承継対策が重要

＋

年間廃業社数２９万社のうち、約７万社が後継者がいない

やる！ やらない！

●後継者の経営がスムーズに
●従業員・取引先・地域発展へ
●家庭円満に

●事業が不安定
●雇用失われ、最悪倒産へ
●お家騒動（争族）の危険性

【後継者確保が困難】【経営者の高齢化の進展】

でも、「事業承継対策は面倒だから・・」先送りにしていませんか？
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事業承継の３つの方法

事業承継

親族への承継
承継する内容

１．経営権

２．財産権

３．人　材

魅力ある会社にするため

事業承継計画
＋

経営計画

策定と実行

従業員への承継

Ｍ＆Ａ
（株式譲渡等）

廃業
●後継者も見つからない
●Ｍ＆Ａも成立できず
●傷が深くならないうち廃業

【図６】
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相続税の納税猶予額の具体的計算①

（その他の相続人）（経営承継相続人）

正味財産

上記以外の
正味財産

特例適用株式
②　１００％
③　　２０％

①

②

相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常
の相続税額の計算を実施し、各相続人の相続税額
を算出する。（経営承継相続人以外の相続人は、こ
の額で相続税確定）

特例適用株式（１００％）とその他の相続人が承継
する正味財産額をベースに相続税額の計算を実施
し、経営承継相続人の納付税額を算出する。

③
特例適用株式（２０％）とその他の相続人が承継す
る正味財産額をベースに相続税額の計算を実施し
、経営承継相続人の納付税額を算出する。

①

②

③

納税猶予額

経営承継相続人
の納付税額

（法定相続分課税方式バージョン）
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相続税の納税猶予額の具体的計算②

①納税猶予の適用を受けないものとして計算

課税遺産総額　６００,０００千円ー７０,０００千円＝５３０,０００千円
相続税の総額　５３０,０００千円×１/２＝２６５,０００千円
　　　　　　　　　　(２６５,０００千円×４０％－１７,０００円)×２人
　　　　　　　　　　＝１７８,０００千円

子Ａの納付税額　１７８,０００千円×５０％＝８９,０００千円
子Ｂの納付税額　１７８,０００千円×５０％＝８９,０００千円　

①
89,000

②
55,200

③
8,140

納税猶予額
47,060

経営承継相続人
の納付税額

41,940

３００,０００

３００,０００

ー

子Ｂ子A（承継者）財産名

１００,０００その他正味財産

２００,０００特定適用株式

３００,０００課税価格　計

家族構成：子Ａ（承継者）、子Ｂ

②特例適用株式１００％（２００，０００千円）で計算

課税遺産総額　５００,０００千円ー７０,０００千円＝４３０,０００千円
相続税の総額　４３０,０００千円×１/２＝２１５,０００千円
　　　　　　　　　　(２１５,０００千円×４０％－１７,０００円)×２人
　　　　　　　　　　＝１３８,０００千円
子Ａの按分割合　２００,０００千円／５００,０００千円＝４０％
子Ａの納付税額　１３８,０００千円×４０％＝５５,２００千円　

③特例適用株式２０％（４０，０００千円）で計算

課税遺産総額　３４０,０００千円ー７０,０００千円＝２７０,０００千円
相続税の総額　２７０,０００千円×１/２＝１３５,０００千円
　　　　　　　　　　(１３５，０００千円×４０％－１７,０００円)×２人
　　　　　　　　　　＝７４,０００千円
子Ａの按分割合　４０,０００千円／３４０，０００千円＝１１％
子Ａの納付税額　７４,０００千円×１１％＝８,１４０千円　８９,０００

８９，０００

子Ｂ子A（承継者）財産名

△４７,０６０猶予税額（②－③）

　８９,０００納付税額①より

　４１,９４０課税価格　計

計算結果

（単位：千円）

（単位：千円）
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今後の税制改正の方向性

付則104条
政府は、基礎年金の国庫負担割合の1／2への引き上げのための財源措置並びに年金、医療
及び介護の社会保障給付並びに少子化に対応するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、
平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを
前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度
までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年台の半ば
までに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。

①最高税率の引き上げ
②給与所得控除の上限規制
③中低所得者世帯の負担軽減
④金融所得課税の一体化

所得税

①課税ベースの拡大
②法人税率の引き下げ

法人税

①年金・医療・介護・少子化対策目的税化
②消費税率の引き上げ
③低所得者への配慮のための複数税率の検討

消費税

①課税ベースの拡大
②税率構造の見直し（遺産取得課税方式）

相続税

各税目ごとの改正の方向性 黒字⇒増税 青字⇒減税
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